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刑事公判部における書記官事務の指針

目的

適正かつ迅速な刑事裁判を実現するためには，早期に訴訟進行に関する見通しを

立てた上，翫訟関係人の協力を得て十分な準備を進め，第1回公判期日から充実し

た審理を行うことが必要となる。

訴舩運営の方針は，最終的には，それぞれの裁判体が決めるべきことであるが，

上記のような審理を実現するためには，裁判官と書記官との間で構築された協働態

勢の下，書記官が，裁判体から示された一般的審理方針の範囲内で，書記官の裁量

に基づき，事件の内容，訴訟関係人の準備状況等を把握した上，事案に応じた審理

計画の立案にも主体的，積極的に参画することが，効果的である。

この指針は， こうした観点から，平成9年度から5年間にわたり積み重ねられて

きた刑事研究部における研究成果を取りまとめたものであり，刑事公判部における

標準的な書記官事務の在り方を示すものである。

事案と状況に応じてこの指針を柔軟に活用し，今後も審理充実の工夫と実践に一

層取り組んでいただきたい。
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1協働態勢の構築

適正かつ迅速な刑事裁判を実現するためには，書記官が事件全体の進行管理

を行い，特に自白事件や中規模否認事件については審理計画案の立案等を行う

ことも必要となる。そのためには，裁判体の一般的審理方針を理解することは

もちろん，部全体の執務状況を十分に把握していなければならない。そこで，

裁判官，書記官を始め，全ての官職が， 目的に応じて各種のミーティングを使

い分け,OA機器を活用するなどして，意思疎通を図るべきである。また，事

務処理を確実にし，部内での確潔事項を共有するため，その手順を書面化して

おくことも考えられる。

書記官による調査事務も，裁判官との協働の一環として活用されることが望

まれる。

0

【ポイント】

令協働態勢の構築は，書妃宮事務の基盤

●裁判体の一般的審理方針を理解し，裁判官と書記官との認識の共通化を図

ることが必要

●ミーティングの定例化やOA機器の活用を通じて，十分なコミュニケーシ

ョンを図ることが協働態勢の第一歩。ただし， 自己目的化，形骸化すること

のないように注意

●各種マニュアル類の活用も有効であるが，マニュアルに依存するあまり，

硬直化した運用に陥らないように留意

●書記官の調査事務も，裁判官との協働の一環

I

ー

ア協働鰻勢構築の目的

○書記官が事件全体の進行管理を行い， 自白事件や中規模否認事件につい

て審理計画案の立案等を行うためには，裁判官と番妃官が，裁判体の一般

的審理方針について認識を共通化しておくことが必要となる。このような

観点から，裁判官と書記官は,個々の事件の進行のみならず，各種のミー
、

－1－
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しなければならない。

※期日進行管理プﾛグﾗﾑにおける■ 卜■■など.裁判官と書記官とが
麗醗を共通にできる機龍を利用し，情報共有を図っていくことが考えられる．また，

書式例，マニュアル類や一般的審理方針を肥戦した書面などは，ネットワーク上の共

有フォルダに保存，整理して，部全体でいつでも供閲できるような態勢を塾えること

によって，協働悠勢の確立に役立てることも考えられる．

エ事務処理手順の書面化

○必要に応じて，事前準備事務，期日間準備事務に必要な各種処理手順等

を書面化しておくことも考えられる｡ただし，書面に依存するあまり，硬

直化した運用に陥ることのないよう，十分な注意が必要である。

※複数の研究部で，各租処理手順等をマニュアル化し， これによって統一的な処理を

目指すとともに，転入した職員への導入資料としても活用している。マニュアルを作

成した場合には，定期的に改師を検肘することも必要であろう．

※新しく転入した職員に対しては，マニュアルを交付するだけでなく，例えば，部全

体で脱明会を実施するなどし，その後も，疑問点について，いつでも質問できるよう

な憩勢を整えることが璽要である.‐

オ書記官による飼査事務

○書記官による調査事務は，適正かつ迅速な裁判の実現のために，裁判官

との協働の一環として行われるものである。例えば，書記官が裁判官の指

示で，あるいは自主的に判例，学鋭の鯛査，量刑検索システムを利用した

量刑鯛査，適用法令の改正経緯，罪数等の調査を行い，その結果について，

必要なものには意見を付した上で，裁判官に報告することが考えられる。

※調査した判例,学鋭等をデータとして蓄積しているところもある。

ティングを使い分け,OA機器を活用するなどして協働態勢を構築してい

くことが必要である。また，書記官の立案する審理計画案の完成度を高め

るためには,期日後のミーティング等を活用して今後の進行の見通しや問

題点について検討することが重要であるので， この点についても意識的に

取り組む必要がある。

※ここでいう一般的審理方針とは，翫舩運営に関する事項のうち，第1回公判期日の

指定時期’第1回公判期日から証人尋問を実施するか否か等の基本的方針のほか，事

件類型や否認態様に応じた証拠鯛べの方法や順序に関する概括的方針のことである．

裁判体が部の構成員全体に一般的審理方針を示すことによって，特別の指示がない限

り，一般的審理方針に従って事前準繍事務を進めていくことができる．

※自白事件，中規模否腿事件の意綾については， 6， 7頁参照．

イ定例ミーティングの活用

○一般的審理方針について部内の認識を共通にし，個々の取組の成果を部

内に還元するためには,例えば裁判官室と書記官室の全員が参加する定例

ミーティングを開催するなどし， 日ごろから意見交換を密にすることが有

効である。

※定例ミーティング等においては，一般的審理方針についての砿麗のほか，事件の進

捗状況の報告を行うといった運用がなされている．また，過去の事例についてのケー

ス研究，否淫事件に対処する際に必要な証拠の華礎知戯等についての勉強会を行って

いるところもあり，これらによる教育的な効果も見遥せない．

※各部員が今後1週間の予定を述べあって必要な連絡事項を伝えるなど短時間で行う

ことができるミーティングも，各部員間の意思疎通を図っていく上では有用である．

○また，書記官と事務官等の間での日常の事務連絡を円滑に行うためには，

書記官室内で打合せを行うなどして，情報を共有しておくことが必要であ
る。

※事務官立会の要否，証人旅費日当の有無等について確浬するため，毎朝又は前日短

時間のミーティングを行っているという例が報告されている．

ウOA機器の活用

○裁判官と雷妃官が協働態勢を構築していくため,OA機器を活用するこ

とが有用である。ただし,OA機器の使用が自己目的化しないように留意

0

－3－－2－



- ‐~字 一ゞ=‐~一ジー〒 . ---テーゼ－－、､－ﾏｰｰ･－－ざ…･－-一ｷｰｰ･~--章一 一÷･-°F－一一 ‘ﾏｰｰｰ詞?ﾏ･－-－－－－…一‘--.--.一一一一 ．一一一一・一－－<
r－

(2)起誘直後の情報収集等2事前準備事務及び期日間準備事務の在り方

（1）事前準個事務の目的

事案に応じた翫詮運営を行うためには，書記官が，起訴後，速やかに起翫状

を点検し,かつ，翫訟関係人から情報を収集した上，事件を適切に振り分ける

必要がある｡=また，検察官に早期の証拠開示を促すことが，飯訟関係人に十分

な事前準備の機会を与え，審理を充実させるための重要な第一歩となる。

なお，予断排除の原則との関係で，裁判所の中立・公平な立場について疑い

を抱かれることのないように配慮しつつ，進行管理に必要な情報を積極的に収

集することが求められる。

事前準備事務の目的は，計画的な翫訟運営を行うことによって，審理を充実

させ，ひいては，適正かつ迅速な裁判を実現するというところにある。訴訟関

係人による十分な事前準備が行われるためには， コートマネージャーとしての

書記官の主体的，積極的な関与が欠かせない。そのために，書記官は，裁判体
から示された一般的審理方針の範囲内で，書記官の裁量に基づき，翫訟関係人

に積極的に働き掛けるなど，主体的に活動することが求められる。

↑

1

0

【ポイント】

◇第1回公判期日から充実した審理を行うためには，起訴状点検，情報収

集，事件の振り分けが必要

●適切に事件を振り分け，早期の証拠開示を促すことが，書配官の事前準備

事務の出発点

●事件の振り分けは，事件の見通しを立てる一つの指標であり，そこに時間

を掛けすぎないように留意

◇予断排除の原則との関係で，裁判所の中立・公平な立場に留意しつつも，

進行管理に必要な情報を積極的に収集することが必要

，事前軍備事務の白岡を十分に埋群りっE-こ閃

．審理の充実を目指すものであることに留意

e訴訟関係人への積極的な働き掛けが必要

○事前準備については，刑訴規則178条の2から178条の11までに

規定が置かれており，書記官が行う事前準備事務は，そのいずれかを根拠

として行われるものである。中でも， 『裁判所は，裁判所霄記官に命じて，

検察官又は弁獲人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促

す処置をとらせることができる。 」と定めている刑訴規則178条の9が

重要である。

○翫訟の円滑な進行のためには，検察官，弁痩人のほか，通訳人，鑑定人

等の協力が不可欠である。また，警備等を必要とする場合には,担当職員

との連携も必要である｡書妃官は， これらの関係各方面に協力を要諭し，
必要な連絡鯛整を行うことが求められる。

ア起訴状の点検

○起訴状の点検により指摘事項が生じた場合には，その旨を裁判官に報告

する。

※点検事項として，重要なものとしては，①公翫時効，②管輔，③法定合磯事件か否

か，④脈因の特定，⑤罰条（法令の改廃の有無）等がある．

※起豚状自体から，①公瞬事実が複雑である，②被告人の数が多いなど．その後の事

前準備を進める端緒となる傭報を得られることもある。

イ書配官による情報収集

○予断排除の原則.との関係で，翫訟関係人から中立性，公平性について疑

－5－－4－
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れよう。

③大規模事件の類型には。著名事件等，特別の麗慮を必要とする事件が含震れる。

○事件の振り分けに際しては，検察官請求証人の証人尋問が必要な事件で

あるか否かが大きなポイントとなる。

○事件の振り分けを行うことによって,事案に応じた時期，時間枠での期

日の指定や予約が可能となる。さらに,振り分けの結果に即して訴訟関係

人に対し，十分な事前準備を行うよう促したり，訴訟関係人との間で密な

連絡調整を行うことにより，期日の空転や無駄が少なくなり，限られた開

廷時間枠を効率的に運用し，充実した審理を実現することができる。この

ように,個別の事件の審理を充実させることは，部全体の事件処理の充実

化，効率化にもつながっていくことになる。

○もっとも，事件の振り分けは,あくまでも審理の見通しを立てるための

一つの指標にすぎないので， この点に時間を掛けすぎるあまり，第1回公

判期日の指定など，その後の事務に遅れが生じないように注意しなければ

ならない。

エ早期の証拠開示の要請

○十分な事前準備を行い，審理を充実させるためには，検察官の早期の証

拠開示が何よりも重要となる。証拠開示は，あらゆる事前準備の出発点で

あり， これが遅れることによって，第1回公判期日の遅れ，ひいては期日

の空転や審理の長期化を招いてしまうからである。したがって，検察官及

び検察事務官に対して，早期の証拠開示について協力を求めた上，遅れが

生ずることのないよう注意を払っておく必要がある。

※鉦拠開示の時期については，検察庁，あるいは立会検察官との間で申合せをしてい

るところが大半であるb起解時を基準として概ね2週間以内の証拠開示を原則として

いるところが多い。単独の自白事件については, 1週間ないし10日以内の証拠開示

を原則としている例も報告されている。

※実際の証拠開示日及び証拠閲覧日について調査を行い，証拠開示の早期化につなげ

ているところもある｡

○弁護人にも早期の証拠開示について理解と協力を得ることが重要である。

いを抱かれることのないよう配慮する必要はあるが,以下に述べるような

進行管理のために必要な情報については,‐証拠の実質的な内容に立ち入ら

ない範囲で，聞き方を工夫するなどした上で，積極的に収集することが求

められる。

○起訴後，速やかに，進行管理のために必要な①検察官請求証人の有無,
②開廷回数の見込み，③追起訴予定の有無，追起訴完了時期，④証拠の分
量，証拠調べに要する時間，⑤証拠開示見込み時期等の証拠の実質的な内
容にわたらない情報を収集する。この時点では，主に，事件の全体像を把
握している検察官から，情報を収集することになる。

※検察官との連絡には，電話のほか,新件連絡表（資料1）等と呼ばれる替面を使っ

ているところがある。検察官からの憤報収集は，起眠後3日から1週間をめどに行わ

れている。

※これらの情報は，必ずしも1度に入手できるとは限らないことから，その後必要な

都度，さらに情報を収集する。

○当初から私選弁護人（法律扶助に基づく弁護人を引き続き国選弁護人に
選任することが予定されている場合を含む。 ）が選任されている場合には，
弁護人からも情報を収集する。

※捜査段階から私選弁腰人がついている場合は，起訴直後の段階で，概括的な弁霞方

針を聴取できる場合もある。

ウ事件の握り分け

○収集した情報をもとに，事件を，①1回で結審することが見込まれる自
白事件，②数回程度の審理回数を要する中規模否認事件，③事案複雑,訴
因多数等のため，審理に長時間を要する大規模事件等に振り分ける・
※ここでいう自白事件，中規模否麗事件及び大規模事件は，書紀官の事前準備という

観点から，事件を分類するために便宜的に用いているものである。

①自白事件の類型には，不同意書証があっても，検察官が証人鯖求しないため・情

． 状証人以外の証人の取調べが予定されていない否麗事件や．追起所があるために1回

結審に至らない自白事件等も含まれよう。

．②中規模否鰯事件の類型には，自白事件であっても，犯行に至る経緯や動機に争い

があるなどのために，証人の取鯛ぺや被告人質問で複数回の審理を要するものも含ま

↓

t
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てこようが，遅くとも起解後2か月以内には指定する。

○時間枠は，一律，機械的に定めるのではなく，事案の概要や被告人の数，

通訳の要否等の諸事情を勘案し，個々の事件ごとに必要な審理時間を予測

し， これに基づいて適宜時間枠を変えるなど，柔軟な指定を行うことが望

ましい。

※自白事件については，概ね4o分から1時間枠を基翠としているところが多いが，

その運用は，事件数や法廷の割当てなど，各庁の実情に応じて，変わり得るものであ

る。

○追起所予定がある場合には，本起翫事件と追起翫事件との関連性も考慮

した上，両者を一括審理するために，第1回公判期日を運めに入れること

も検討されてよい。ただし，追起訴待ちによって，第1回公判期日の時期

が遅くなりすぎないよう留意すぺきである。

イ事前準備の要謂

○弁護人が選任された時点で，速やかに検察官から聴取した証拠開示の予

定時期を伝え,早期に事前準備に着手するよう求める。

○私選弁謹人については，起訴直後から事前準備を要請することが可能で

ある。国選弁護人については，第1回公判期日を指定した後に選任をする．

という運用を行っている庁が多いので，事前準備の要舗が遅くならないよ

う特に注意が必要である。

ウ所訟関係人との積極的な連絡調整

○弁謹人に対して陸証拠検討に必要な時間を考え， しかるべき時期に連

絡を入れ，事前準備の進捗状況，具体的には①公訴事実の認否の見込み，

②書証に対する意見の見込み，③弁護人の立証予定等を聴取する。その際，

弁護人諭求予定の書証があれば，必ず検察官に事前に開示するよう促し，

情状証人を予定している場合には在廷させるよう依頼するなどして，第1

回公判期日にこれらの証拠が取り調べられるよう，準備を要請するととも

に，必要な連絡調整を行う。

※これらの情報は，あくまでも審理の見込みを明らかにするために聴取するものであ

るから，証拠の実質的な内容に踏み込むべきでないことなど，聴取が必要な範囲には

自ずと限界があることに留意するとともに，葱取することを自己目的化させることの

(3) 自白事件についての事前準儲事務

自白事件についての事前準備事務の目的は， 1回結審自体ではなく，充実し

た審理を行うことにある。周到な事前準備が行われれば，第1回公判期日から

情状立証を含む充実した審理を行うことが可能となり，結果として1回結審が

多くなるにすぎない。

書記官は， この点をよく理解した上,第1回公判期日から情状立証を含む充

実した審理を行うことを想定し，それに向けた期日指定，当事者への事前準備

要諭を行うべきである。その場合，弁睡人にいかに憎状立証を尽くしてもらう

かにも意を用いるべきである。

自白事件の事前準備事務は,書記官事務の基本をなすものであり，中規模否

認事件や大規模事件等について事前準備事務を行う際にも参考とすべき点が多

い。 ○

け

④
．
○
．
①

ア第1回公判期日の指定

○自白事件においては，検察官による立証と， これに引き続く弁謹人によ

る情状立証が無駄なく集中的に行われ，充実した審理が実現できれば，通

常は1回で結審することが可能であるので，書記官もそれに向けた期日指

定を行うことになる。

○第1回公判期日は，検察官及び弁護人の事前準備に要する期間を考慮し

た上で，なるべく早めに指定する。

※事件数や法廷の割当てなど，各庁の実情によって．第1回公判期日の時期は異なつ

－9－
－8－
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(4)中規模否魔事件における事前準偏事務ないようにする必要がある．

※第1回公判期白の10日から1週間前をめどに6弁護人の立証方針を聴取している

例が多いが，その後も第1回公判期日まで適宜連絡をとり，準備状況を砿認するなど

して，連絡閥整に努めるべきである．

○検察官に対しても，必要に応じて準備状況を確潔する。特に，追起訴の
予定がある場合には，追起訴の遅れによって審理に支障が出ないよう，連
絡を密にすべきである。

○訴訟関係人の準備が不十分な場合には，裁判体の一般的審理方針に従い，
例えば，情状証人を予定していない場合には，証人の確保及び在廷の検討
を要繭するなど積極的に準備の要舗をすべき場合もある。

○訴訟関係人との連絡鯛整の結果を裁判官に報告するに当たっては，事前
準備メモ（資料2）等に記載して提出することが有用である。

※報告方法としては，期日進行管理プログラムやLAN上の共有フォルダを活用して

いるところもある．

エ続行予定となる場合

○書記官には，期日の空転を防止することを念頭に霞いた柔軟な対応が求
められる。

○追起訴が賭般の事情により遅れ，第1回公判期日の審理予定の内容に変
更がある場合は,変更された追起訴予定に合わせて,第2回公判期日の予
約を行うとともに，第1回公判期日の時間枠を短縮し，その空いた時間枠
に他の事件の判決宣告期日を入れるなど，当該事件に充てていたが空いて
しまった時間枠を有効に活用できるよう工夫をする。

○情状証人の出頭を確保できないとして，弁護人から続行の申出があった
場合でも，代替証人や証人尋問に代わる陳述書によって目的を達成できる
場合もあるので，弁懲人に確認をとることは有効である。また，示談未成
立の場合には，示談交渉に必要な期間と時間枠を考恵した判決宣告期日を
予約し，再開含みで結審することの了解を取っておくことも考えられる。

中規模否認事件については，第1回公判期日から検察官舗求証人の証人尋問

等を行うことが望ましいが，第1回公判期日を早めに開き，近接した第2回公

判期日以降に集中審理を行うという審理形態もある。

そのいずれによるかは，各庁や各部の実情に応じて,裁判体が決めることに

なるが，充実した密度の濃い審理を目指すべきであるという点は共通である。

書記官としては，裁判体の一般的審理方針を理解した上，その範囲内で，書記

官の裁量に基づき，翫訟関係人と柔軟に対応しj事件の終局までの手続を見越

した審理計画案の立案を目指すなど， 目的意識を持って積極的に取り組むこと

が必要であり，そのためには，部全体としての目標，潔識の共通化を図るとと

もに，対外的には，裁判官を含めた部全体の方針として推進していくとの姿勢

を示すことが不可欠である。

0

砂煙止刀コンェ淫辱替唾痙1丁コノこ

要

●裁判体の一般的審理方針を遇

●訴訟関係人への早期の積極餅

③争点鐸葬勘毒して審理の予定 ．舩 、人と ］に

明日から稜祭筥翻訳趾人の曲

号る上でも部全体として〃
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忍顔の共通化を陛

少了椎准 いく

1

司まで@

ア第1回公判期日の指定
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（部分同意を含む。 ）に対する検察官の立証方針，②請求予定の証人の数，

立証趣旨，主尋問に要する時間，取調べ順序,③第1回公判期日における

在廷証人の準備状況等について聴取する。

○その後も，適宜電話等による積極的な連絡調整（事案によっては，第1

回公判期日前の打合せ）を行い，第1回公判期日の審理予定を確定する。

○さらに，請求予定証人の人数や重要性，争点等を勘案して，数期日先ま

での審理の予定を見通し，可能な限り複数期日を予約する。複数期日を予

約することによって，裁判所にとって審理計画が立てやすくなるとともに，

翫訟関係人に対して；先を見通した立証準備を行うよう促す契機となり，

訴訟関係人の準備が早まる効果が期待できる。また，弁謹人の都合により

各公判期日の間隔が長くなることがなくなり，審理期間の短縮を図ること

ができる。

○他方で，複数期日の予約は，係属する他事件の期日を圧迫することがあ

る。そこで，各書記官が期日進行管理プログラムやミーティング等を通じ

て互いの事件の進行状況を把握するとともに，主任書記官が，全体的な調

整をするなど，複数期日の予約を円滑に行うための態勢作りが必要となる。

○書記官が， このように翫訟関係人との積極的な連絡鯛整を行い，審理計

画案を立案するには，書紀官が裁判体の一般的審理方針を理解した上，目

的意識を持って積極的に取り組むことが重要である。そのためには，書記

官が裁判体の一般的審理方針の範囲内で，書記官の裁量に基づき，所訟関

係人と柔軟に対応した上で，事件の終局までの手続を見越した審理計画案

の立案を目指すことについて，部全体としての目標，潔織の共通化を図る

とともに，対外的には，裁判官を含めた部全体の方針として推進していく

との姿勢を示すことが不可欠である。

※・審理計画案立案のポイントとしては，事前準備事務に早期に着手し，その後の連絡

願整によって柔軟な対応ができるよう時間的余裕を持つこと，事前準備や匪拠構造の

基礎知繊を身につけること，各自の経験をフィードバックすること，粘り強く連絡鯛

整を行うことなどを挙ぱるところが多い。反対に． うまくいかない原因は.‘脈舩関係

人の非協力のほか， ここに挙げたポイントを実践できていないという点にもあると思

われる．

○中規模否認事件においても，第1回公判期日はう検察官及び弁護人の事

前準備に要する期間を考慮した上で；．なるべく早めに指定する。

※事件数や法廷の割当てなど，各庁の実憎によって，第1回公判期日の時期は異なっ

てこようが，遅くとも起翫後2か月以内には指定する。

○一口に中規模否認事件といっても，必要な審理時間は，事件ごとに異な

るものであるから，時間枠を一律に定めるのではなく，個別の事件ごとに，

書記官の判断で柔軟に時間枠を確保できるような態勢をとっておくことが

望ましい。

※中規模否麗事件について，第1回公判期日から検察官舗求証人の証人尋問等を行う

渇合は， 2時間枠を原則としているところが多いが， これも自白事件と同糠に，事件

数や法廷の割当てなど，各庁の実情に応じて変わってくるものである。

イ事前準億の要舗 、

○中規模否露事件の審理において，計画的に審理を行うためには，訴訟関

係人に，裁判体の一般的審理方針をよく理解してもらい，協力を得ること

が不可欠となる。

※検察官に対しては，例えば年度初頭に第1回公判期日から検察官爾求証人の鉦人尋

問等を行うなどの方針を説明し，協力を求めているところがある。弁謹人に対しては，

事件ごとに脱明をすることとなるが，あらかじめ書面を交付することでその方針につ

いて周知を図っているところもある。

○弁謹人に対しては，弁護人が選任された時点で，速やかに検察官から聴
取した証拠開示の予定時期を伝え，早期に事前準備に着手するよう求める。

○検察官に対しても，弁謹人とよく連絡をとった上，なるべく早い段階で

裁判所に対し，第1回公判期日の予定を明らかにするよう要請する･

ウ醗鴎関係人との積極的な連絡澗整及び審理計画の策定

○弁獲人に対しては，証拠検討に必要な時間を考え， しかるべき時期に連

絡を入れ,≦①公訴事実の湧否の見込み，②書証に対する意見の見込み，③

概括的な弁謹方針等のほか，④公訴事実に対し求釈明すべきと考える事項

の有無を聴取する。

※蕊取は，事餉準備メモなどを用いて行うのが有用である。

○弁護人に対する聴取結果を踏まえ，検察官に対しては，①不同意替証

1

1

、

ー

-13-
－12－
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○事件の終局までの手続を見越した審理計画案を立案することが目標では

あるが，まずは数期日先までの審理計画案を立案するところから始め，当

初の審理計画について変更を余儀なくされた場合も，それを失敗ととらえ

るのではなく，次善の策を考えていくことが，より良い審理につながって

いく。

○翫訟関係人との連絡調整の結果及び審理計画案を裁判官に報告するに当

たっては，それらを事前準備メモに記載して（審理計画案については必要

に応じて別途書面化することも考えられる。 ） ，裁判官に提出するなどの

方法が有用である。

エ準備状況の砿認及び審理計画の修正

○第1回公判期日の2週間前ころから公判期日直前まで，訴訟関係人の準

備状況を逐次確潔する。

○第1回公判期日から検察官錆求証人の証人尋問を行う場合には,検察官

に対して，第1回公判期日に証人を在廷させることを重ねて要請する。

○審理計画の修正を余儀なくされた場合は， これによって生じるおそれの

ある期日の空転や無駄を避けるため，例えば，次回期日以降の証人予定を

繰り上げて取調べができるようにしたり，訴訟関係人が翠備期間を要する

場合は期日変更をしたり，空いた時間を他の事件の続行期日や判決宣告期

日に利用したりするなど，臨機応変に対応すべきである。

※原則として，同一期日に反対尋問まで終了できるよう協力を求める。

※警察官である証人について，召喚なしでの在廷を依頼している例も報告されている

ので，検察官にその旨を打診することも考えられる．

(5)．期日間準備事務

第1回公判期日までの事前準備が重要なのはもちろんであるが，立案した審

理計画に従った訴訟進行を実現するためには,期日間準備を充実させることも

不可欠である。書記官は，期日間準備事務として，審理計画に基づいて翫訟関

係人に準備を促すとともにj翫舩関係人の立証方針に変更があったときは，適

宜裁判官に報告し； 自ら意見を述べるなどして，裁判体による審理計画の修正

・変更に主体的に関与していくことが求められる。また,･証人の出頭確保や複

数期日の予約等の典型的な進行管理事務を行うことはもちろん，その後の効率

的な翫訟運営や判決起案に資するものとして，各自，各部で工夫して資料を作

成し，裁判官と共有することも考えられる。

、

一

【ポイント】

●訴訟関係人の訴訟準備の進行状況に留意して，その促進を図ることが必要

◇審理の進み具合や訴訟関係人の立証方針の変更等に応じて，立案した審理

計画を裁判体と協働して修正・変更することが必要

◆征拠一覧表や主張対比表等の資料の作成は，進行管理にも資するものであ

るが，それが自己目的化しないように留意

○審理計画に基づいて訴訟関係人に準備を促すとともに，証人の出頭を確

保する。また，次回期日の進行予定について，進行予定メモを作成し,裁

判官との情報の共有を図る･

○訴訟関係人の立証方針の変更や翫訟関係人による準備の状況について情

報を入手したら，適宜裁判官と協織し，必要に応じて，審理計画を修正し

たり，期日間の打合せを行うことも検討する。

○ある程度複雑な事件では，各自，各部で工夫して取鯛べ未了の証拠を一

覧表にしたり, ･検察官の主張と弁霞人の主張を対比させた表を作成するな

どし，それをもとにその後の証拠調べの進め方を裁判官と協鍛することも

考えられる。

I
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(61大規模事件等における事前準傭事務 訟廷管理官や広報担当者にも必要な情報を伝える。

イ期日間串債事務

○検察官，弁護人から情報を収集し，裁判体と相駁して必要に応じて準備
手続や期日間の打合せを設定する。

○書記官は，準備手続期日や期日間の打合せに立ち会い，争点等を把握し，
その後の進行管理に役立てるため，調書等を作成する。
ウその他一

○中規模否腿事件における進行管理事務を参考として，書記官の裁量によ

大規模事件，複雑困難な事件では，中規模否潔事件にも増して，第1回公判

期日前の打合せ，期日間の打合せを積極的に活用していく必要性が高い。この

場合，裁判体が積極的に準備にかかわることになるが，書記官も検察官，弁通

人から情報を収集し，打合せ期日を設定し，準備状況の確認をしっかり行うな

ど裁判体と協働して進行管理を行うことが重要である｡また，審理を円滑に進

めるため，公判期日当日の報道対応，警備体制についても関係部署と十分連絡

をとる必要がある。 ． り判断できる事務については， これを積極的に行う。
0

●裁判体との協働による進行奮埋が更妥

●打合せ期日に立ち会い，訴訟関係人の準備状況等を把握

●関係部署との連絡調整が必要

ア第1回公判期日前の事前準傭事務

○起訴状の内容，マスコミによる報道等から,大規模事件や複雑困難な事

件と考えられる場合には，速やかに裁判体に報告し，事前準備事務の進め

方について相談する。

○検察官，弁鯉人から情報を収集し，裁判体の指示を受けて第1回公判期

日前の打合せを設定する。

○書記官は，第1回公判期日前の打合せに立ち会い，翫訟関係人の準備状

況等を把握し，その後の進行管理に役立てるため，調書等を作成する｡

※打合せ澗書の写しを検察官及び弁獲人に交付して打合せの内容を周知しているとこ

ろがある．

○打合せの結果を踏まえて，複数期日を予約し，また，検察官及び弁膜人

に準備を要鯖する。その後も適宜，準備状況を確認する。

○書記官は，瞬訟関係人や広報担当者等から，傍聴券の抽選や警備の必要

性等の情報を広く収集し，裁判体に報告する。また，主任書記官を通じて

－16－ －17－
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○逐語調書

争いのある犯罪事実の直接証拠になる供述や，重要な間接事実に関する

もので，内容が複雑であったり変遷が見られる供述等については逐語鯛書
が適している。

○要領調書

自白事件だが争いのある情状事実に関する供述や，争いはあるが内容が

それほど複雑でない犯罪事実に関する供述等には要領鯛書が適している。

○要旨調書

自白事件では，要旨調替が多く作成されている。あらかじめ事件の類型

に応じた当事者の立証や重要な情状を理解しておき，簡にして要を得た要

旨調書の作成を目指すべきである。

(2)供述録取事務の効率化と詞書内容の充実化

○供述録取事務の効率化を図るには，法廷で手控えを取ることから供述調

書の作成までを一体として考える。

○裁判官とのミーティング等により証人尋問前に事件の争点と尋問の要点

についての潔識を共通にしておき，尋問後において，裁判官と，供述の重

要な部分や不要な部分等を砿露することを通じて；争点指向型の的砿な調

書を作成する。

※法廷でﾉｰﾄパソコン簿に直接入力することにより，手控えから供述飼書の作成まで

を省力化しているところがある．

※供述録取事務の効率化と量刑に影響を及ぼす事項の紀載漏れを防止するため，チェ

ック式類型別要旨手控え（資料3－1，資料3－2）を利用することも考えられる。

(3)録音反訳方式の円滑な利用

○録音反訳方式を選択した掲合には，あらかじめ検察官及び弁穫人に連絡

をする。また,‘尋問前には，訴訟関係人や証人に対して注意事項を税明す

る。

○反訳者に対しては,一般的な反訳基地を示し,専門用語や固有名詞等を

妃載した立会メモとともに，反訳に必要な資料を交付するなどして正確な

反訳作業のバックアップを図る°ただし，立会メモが過度に詳細になった

り，資料が多くなりすぎないように注意する。

3供述録取事務の在り方

公証事務は，書記官の基本的な職務であり，適正かつ迅速な刑事裁判の実現

のためには，公判等の手続や証人等の供述を適正かつ正確に記録化することが

求められる。証人等の供述についてはj事案に応じた適切な供述録取方法が選

択され，的確かつ効率的に供述調書が作成される必要がある。また，録音反訳

方式の適正かつ円滑な利用にも留意する必要がある。

、

●事案と供述内容に応じた適切な供述録取万法の選択

今効率的かつ内容の充実した調書の作成

●録音反訳方式の確実で円滑な運用（裁判官・翫舩関係人・反訳者とc

作蜑であろごとを鯉識した事務の工夫）

pi

(1)供述調書の適切な握り分け

アー般的な注意事項

○逐鰭調書，要領鯛書又は要旨鯛書のいずれを選択するか，あらかじめ基

準や運用指針を定めておく。

○供述調書の振り分けに際しては，否潔事件か自白事件か，事件の争点に

かかわる証人か杏か,尋問予定時間等,事前準備事務において収集した情
報を活用する。

○書記官は，収集した情報をもとに，あらかじめ作成した一般的な選別基

準により，あるいは裁判官との選別ミーティングを経るなどして，振り分

けの判断を行い，逐語調書を選択した事件については，早期に速記官の立

会又は録音反訳の予約を行う。

※基率や運用指針を設けることによって，具体的事案に応じた適切な供述録取事務を

遂行することができるとともに，録取方法を早めに選定できるようになり，事筋処理

の計画が立てやすくなったとの報告がされている。

イ各供述調書の特質に応じた振り分け
●
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沸
卑

○校正の基準を設けるなど，調書の完成に多大な時間を要しないように工

夫する。

※立会メモの作成及び反駅害の校正については，録音反訳参考資料（改町版）中の
「古今メモ作成要領」及び『録音反訳方式を利用する場合の校正処理要領」も参考と

※立会メモの作奴及び灰併

「立会メモ作成要領」及び

4判決書の点検

書記官が宣告前に判決書草稿を点検することは，過誤を防止するという点で

有効であり，そのためには部全体として取り組んでいくことが必要である。ま

た，より正確な判決書の作成に資するという観点からは，書記官が形式的事項

のみならず，実質的な点検を行うことも望ましい。

調書判決については， これを積極的に活用することによって，部全体の事務

処理を合理化するとともに，書記官のコートマネージャーとしての意識を高め

るという効果も期待できる。

】

なる．

、

【ポイント】

●判決書草稿の事前点検は，過誤防止のために，部全体で取り組むことが必

要

●より正確な判決書の作成に資するため，実質的な点検を実施することが有
ユ

用

◆鯛書判決の積極的な活用

、

ア判決害草稿の事前点検

○．判決書草稿の事前点検は，過誤防止の観点から有効な事務であり，部全

体として取り組むことが必要である。

※効率的な点検を行うためには，判決チェック表〈資料4－1，資料4－2） .の活用

を励行することなどが考えられる．

○誤字脱字のほか，累犯前科の有無，処断刑の範囲，算入可能な未決勾留

日数，執行猶予の可否，必要的保獲観察の要否，没収・追徴の可否・要否

（第三者没収手続の確麗） ，翫訟費用の有無等の形式的事項を点検する．

○より正砿な判決書の作成に資するためには，書記官が，事前準備事務及

び期日間準備事務を通じて，証拠の内容等についてもよく把握し，実質的

な点検（罪となるべき事実の麗定に必要な証拠に漏れがないかどうかの確

認等）を行うことも望ましい。
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○点検の結果;疑問点,意見等があれば裁判官に伝える。

イ澗書判決の活用

○執行猶予が予想されるなど，一審で確定する見込みの事件については,
調番判決を活用することが望ましい。調書判決の活用は，裁判官と書記官
との協働態勢の構築に資するとともに，適正な裁判の実現に主体的に参画

するという書記官の意識を高める効果も期待できる。

※裁判官室と書記官室のパソコンをLANで結び，調書判決用の共有フォルダを利用して

パソコン画面上でそれぞれが調書判決原稿を閲覧できるようにしているところがある。
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【資料】

ここに掲載した資料は，刑事研究部において実際に用いられた書式の一例であ
り，その記載内容も当該部の実情を前提として工失されたものである。

これらの書式を参考とする際には，各庁，各部の実情に応じた工夫も検討して
いただきたい。
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【資料2】【資料1】 事前奉り篭 勇く 毛
新 件 連 絡 表
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1

事件番号

(起廓日 ／ ）

14－ 被告人氏名

係 名

担 当

口係 口係 口合躍

□ ロ ロ □

’証拠の開示予定日 口 月 日頃（起翫から約○週間後頃）

口 月 日頃（起翫から○週間を超える渇合）

1回結審の可否 口可 口否

その他参考となる事項

口証拠量多い

口証拠物多い

口追起訴予定あり （ 月 日頃，未定）

口鉦拠開示遅れる理由あり

口第三者没収の手続き必要あり

口警備関係検討要

口被害者側傍聰希望有り
0 』

6

被 告 人

(身柄）
口勾留中〔○拘・警察署〕
口在宅口保釈／

第1回公判期日 月 日 午前・後 時 分（起僻日 ／ ）

併合事件の有無 有（口併合決定済［ 月 日送達完了ヨロ要併合決定） ・無
追起脈の有無 有（ 月 日頃：

0 ） ． 無

瞬因の

口変更

口町正

０
０
０
０

一口有･･･口書面送達済口書面未送達

.．□無 ［ ］
弁護人□しかるべく
の意見口異蟻がある
〔 〕

弁護人（私・国） 詮

公競事実の腿否 口全部認める 口全部争う ロその他〔 〕

書証に

対する意見

甲号歴

乙号胚

口全部同意口全部不同意口一部不同意〔 〕
■■□●●●●●●●｡■ロー旬｡●G4■pCCpe■●●●●ロロロロ｡●●｡｡□■●●●｡■‐‐⑧己l■｡｡｡｡■●●●●｡｡p■ロ■ロロイ■●●｡●｡●●■■

口全部同意口全部不同意 ．□一部不同意〔 〕
ロ任意性を争う 〔 〕口信用性を争う 〔 〕

検察官立鉦
不同意部分口全部撤回口維持〔抄本化口済口未〕
今後の鉦人鯖求予定〔 人： 分程度〕
第1回在廷鉦人口有〔 人： 〕口次回以降

弁獲人 立鉦

受
□

一
ホ
ー
ホ

く
開

有
．
．

示 ・受・嘆・上． 点） ・無
示口済〔ロ同意ロ不同意 〕口未
有（父・母・配・上． 分） ・無
口成立口交渉中口不能〔 〕
〔 〕

人
係
証
関
他

寄鉦

在廷

示談

その

被告人質問 検察官2 分
ｇ

Ｏ

Ｏ

０ 弁穫人： 分

即日結審の可否 口即決希望 口結審可能 ・口続行（ ． ）

録音体引用の可否 口可 口否《､検察官： 弁痩人： ）

瞬戯の進行について

ｊ
ｌ
ｊ

口否口可

Ｋ
ｆ
ｆ

用
日

簡易公判手続
ワイヤレ.ス使

次回以降の期
その他

その他特記事項



酌む一号一一

一七一今－－ｰ｡一一=一●一マーー→－■寺ニーマ+リーー巳 ､一一一宇一一守』－－守一一毛一可､－－－－~一壱一､ マューr副→ヤー今 色全一ﾏ ｰﾛヰ

淵

【資料3－1】
覚せい剤 被告人

公解事実について
□（警察・検察庁）で述べたことはそのとおり間違いありません。

使用の動槻
□

使用状況

甲第（ ・）号旺を示す。□この覚せい剤は私のものです。
ロ初めて使用したのは、 （ ）ころです。
口今回覚せい剤を使用していたのは、 （ ）頃からで、これまで（ ）
回くらい使用しました。 （週・月）に（ ）回くらい使用していました。
□（ ）から（ ）までは覚せい剤を止めていました。

現在の気持ち・現況

□（深く・十分・ ）反省しています。
口二度と覚せい剤には手を出しません。
□（幻覚・幻聴． ）で、覚せい剤の恐ろしさがわかりました。
□（妻・夫・子・親． ）に対し、申し訳ない気持ちです。
口今回初めて勾留されて、二度とこういう経験はしたくないと思いました。

口前回の裁判でも二度としないと誓いましだが、今回は次の点が違います。
（

）

【資料3－2】
覚せい剤 情状証人

証人の身上・被告人との関係

口被告人の（ ）です． 口騒業は（ ）です。
口被告人と同居しています。

口被告人とは（ ） ・年に・月に・週に（ ）回くらい（会っています．
（ ） 電話連絡しています） 。

口家族構成は（ ）です。
口被告人と（ ）回面会しました。

被告人の家庭または職場における地位

口被告人の月収は（ 円）で、その他の家計収入は（ 円）です。
口親の面倒をみなければなりません。

口被告人がいないと、家計が成り立ちません．家業の（ ）が打撃
を受けます。

□被告人は（ ）で、被告人がいないと職場が打撃を受けます。
口現在（ ）の借金が（ 円）あり、月々（ 円）
ずつ支払っています。

被告人の反省態度

□（面会・手紙。 ）で申し駅ないことをしたと述べていました。
□（ ）反省しているようです。
口二度と覚せい剤には手を出さないと宮っています．
口勾留されて相当こたえた機子です。
口被告人の性格は（ ）です。

』

1

1

1

－9

b

被告人の指導・監督

□（私が． と協力して） 、 （指導・監督・協力）します。
□（ ）も監督すると言っています．
ロ被告人と同居して（指導・監督）します。
口被告人を雇用して面倒を見ます．被告人には（ ）の仕事をさせます。
口家業を手伝わせながら監督します。

□（覚せい剤関係者． ）とは接触させません。
ロ（住居地． ）で戯職させるつもりです。

被告人の更生の可能性

□（ ） とは縁を切っています．
口仕事は真面目に（しています・していました） ．
ロ（私． ）の言うことはよく聞きます。
口被告人は本件以外に（事件・問題 ）を起こしたことはありません。
口被告人が仕事を辞めたのは、 （ ）だからです。

被告人の戯職

□（ ）の仕事に（就きました．醜く予定です） 。
□（ ）の（技術・資格）を持っています。
□（ ）が雇用すると曾っています．
□（私． ）が職探しを（します．協力します） 。
□（ ）の資格を取らせます。
口被告人は（ ）の仕事をしたいと言っています．

その他

口被告人の覚せい剤の使用には気づきませんでした。
口被告人の覚せい剤の使用に気づいたのは（

今後の生活・仕事について
口親と同居します．親元に帰ります．
口家業の（ ）を手伝います。
ロ（ ）の仕事に（戯きました・就く予定です）
□（ ）の（技術・資格）を持っています。
ロ（ ‘ ）が雇用すると言っています。
□（住居地． ）で（
の仕事をします．

□（ ）の資格を取ります。
口生活魍度を改めます。
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原因の除去

ロ今回覚せい剤は（ ）から入手しました。
ロ覚せい剤の入手先は、 （家族に身の危険が及ぶ。 ）ので
言えません。

口今後（売人． ）から鶴いがあっても断ります．
□（ ）との縁は（切りました．切ります） 。
ロ売人は私の連絡先は知りませんし、私も売人の連絡先は知りません。
□（ ）のことはすべて警察に話しました。

家庭または職場における地位
口家族構成は（ ）です。
口私の月収は（ 円）で、その他の家叶収入は（ 円）です。
口親の面倒をみなければなりません。
口溢は（ ）で、私がいないと（家計・職場・家業の（

） ）が（打撃を受けます．成り立ちません） 。
口現在（ 〉の借金が（ 円）あり、月々（ 円）
ずつ支払っています。

指導・監督について

□（妻・夫・親・子・上司。 ）の監督に服します。
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口覚せい剤による（幻覚・幻穂）は（ありません。ありました） 。
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【資料4－1】
¥lj='毎ｵ室D=ト

被告人

ロ宣告日 口書記官名 口事件番号 口罪名 口検察官名 口弁謹士名
ロ求刑 口懲役口禁飼 年 月・口嗣金 円（口併科）／口没収
累犯前科（無・有 犯）

算入可龍未決日数 日 （注）保釈・勾留執行停止・残刑執行・労役場留憧
押収物（無・有押収番号 年押 ）
解舩要用（口有口無）
口人定事項(火定事項の変更有p無）

主文口懲役口禁銅 年 月・罰金 円（口併科）／未決 日／口労役場留置
口猶予 年／ロ保腰観察／口没収／ロ追徴／口訴費（口負担口免除）

口罪となるべき事実（口鯨因変更口有口無／ロ起解状訂正口有口無）
口証拠の概目 （証拠等関係カードで碗罷）
法令の適用

口構成要件・法定刑（条文 法定刑慾・禁・罰 以上 以下）

【資料4－2】
半U寒』毎鍾ソート

被告人

宣告前（事前チェック）
口宣告日

口書配官名 口宣告に立会う霄龍官か。
口事件番号 口符号に注意（特に合礒と単独）

口被告人 口起訴状の入定事項に変更はないか（口有ロ無）／口澗書との砿認
口本緒（国籍） 口住居口職業口氏名口生年月日

口罪名 口訴因変更により罪名の変更はないか。
口検察官名 口鯖告をなした検察官か。 口複数ではないか。
口主文 口少年法521n,同法宛、

口必要的没収はないか｡ 口必要的追徴はないか。
口併科の可否（口有口無）

口没収の場合，押収物番号に間違いないか。口第三者没収手統（口要口否)‐
口被害者還付（口有一口無）
口未決勾留日数は，算入可龍日数内か。

口主文が数個の場合，未決勾留がどの刑に算入するか特定されているか。
口罰金刑の場合は換算率（労役場留腫）
口解訟費用（口有口無）

口公民権の停止（口有口無）
口罪となるべき事実

ロ所因変更，起訴状の前正はないか。
口公鮮事実と異なる場合，罪となる事実は罷定できるか。
口押収物がある場合，押収物番号に間違いはないか。
ロ別紙引用（ロ有ロ無）

口鉦拠

ロ証拠の標目（口標目口作成者口供述者の表示口同意部分の限定口押収番号）
口引用の方法（公判手続更新後は書征）

口引用の範囲（公解事実の別と罪となるべき事実との対応関係）
口証拠としての引用の可否（立証趣旨が解舩条件のみではないか等）

口弁護人主頚に対する判断

□§335Ⅱの主彊に対する判断は遺漏していないか。
口弁震人の主彊は間違いないか。

口弁護人の主彊全てに判断･しているか:(争点でなければ不要） 。
口累犯前科及び確定裁判

口再犯・三犯以上の関係は間違いないか。

口宣告裁判所名・罪名・宣告日・刑終了の日は間違いないか。
口法令の適用

□（別紙）法令適用表でのチェック

ロ表記に過娯はないか。

※公解事実が多数の場合・45後の併合罪の場合には，別に表を作成する。
口主文との甑鯖はないか。

口量刑理由 口理由に矛盾点はないか。
口裁判所名

□その他 口全体として矛盾はないか。
口誤字脱字はないか。

口主語（行為者等）の記載は間違いはないか。

I

！
ｊ
ｉ

ｂ
Ｑ
Ｉ
１
１
６
１

0

１
１

０
，
口
’
０
．
１
４
０
５
９
ゆ
Ｏ
Ｂ
■
０
Ｋ
■
■
日

(条文 法定刑懲・禁・胴 以上 ． 以下）
(条文 法定刑懲・禁・例 ． 以上 以下）
(条文 法定刑懲・禁・罰 以上 以下）
(条文 法定刑懲･禁・罰 以上 以下）
(条文 法定刑懲・禁・罰 ． 以上 以下）

口観念的競合541前, .10/口牽連犯541後, 10
口懲役 口禁圃 ロ罰金 口併科

口再犯561, 57/口三犯以上59, 56I, 57

口懲役刑の長期が20年を超える 14 =長期×2>20年

（① 宜告 . ． 終了 ． ． ）
（②犯行日 ． ・ 宣告 ． ． 終了 ・ ・ ）
（③犯行日 ・ ． 宣告 ・ ・ ・終了 ． ． ） 、

ロ障害未遂43本， 68③／口中止未遂43但， 68③
口心神耗弱39Ⅱ， 68③／口従犯 63， 68③

ロ（刑法45条前段）45前， 47本, 10

口（最も重い罪の長期の1． 5倍が20年を超えるとき) 14

口（最も重い罪の長期の1． 5倍瀬，各長期の合計を超えるとき）47但

＝長期の合計 年 月 く最長期の1． 5倍 年 月
□（刑法45条後段） 45後, 50

66， 71， 68③

口懲役 口禁飼 口罰金 口併科

（ロ 以上 以下／ロ 以上 以下）

21 （主文が数個の場合，どの刑に算入するか特定が必要）
18

□251/D(裁量)+25の2I前／□（再度) 25n, 25の21後

任意的一唾.D191各号, 19n(本・但）

必要的一唾.□（賄賂） 197の5前

口覚せい剤取締法41の81本口大麻取締法24の51本

任意的-EX,D191｡or@, 19の2
必要的一睡.□197の5後

口国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための

麻薬及び向糖神薬取締法等の特例等に関する法律131

口負担一刑解1811本／口免除一刑訴181I但

『

口科刑上一罪

口刑種の選択

口累犯加重
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口未決勾留日数

口労役場留麗

口執行猶予

口没収

口追徴

口癖舩費用
宣告窪

ロ裁判官の悪名押印口裁判官の契印（又は頁数） 口立会寄記官名口書肥官の認印
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－

(別紙）法令適用表

基礎データ（判決書チェック前に配録からチェック）

ロ算入可能未決日数 日（勾留日から判決宣告鯛日まで 日）
口算入不可 日（保釈 日・執行停止 日・残刑執行 日・労役場 日）
ロ押収物（口無口有押収物番号年押 ， 年押 ， 年押 ）
口瞬訟費用（口有口無） （外国人の渦合，通顔料の負担は問題あり）
ロ累犯前科（口無口有 犯）

（①罪名 裁判所 支 宜告 ． ． 終了 ， ． ）
（②罪名 裁判所 支犯行日 ． ． 宣告 ． ． 終了 ． ． ）

（③罪名 裁判所 支犯行日 ． . 宣告 ． ． 終了 ． . ）
（④罪名 裁判所 支犯行日 ・ ・ 宣告 ． ． 終了 ． ． ）
口改正前の法の適用（ロ無口有）

口構成要件（条文 法定刑慾・禁・罰 以上 以下口併科）
・法定刑（条文 法定刑懲・禁・嗣 以上 以下口併科)

（条文 法定刑慾・禁・罰 以上 以下口併科）
（条文 法定刑慾・禁・罰 以上 以下口併科）
（条文 法定刑懲・禁・嗣 以上 以下口併科）
（条文 法定刑懲・禁・罰 以上 以下口併科）
．(条文 法定刑懲･禁・罰 以上 以下口併科）

判決チェック

ロ科刑上一罪 ロ観念的餓合541前, 10/口牽連犯541後,･10
口刑種の選択 □無期悪役口慾役口禁銅．口罰金口併科
口累犯釦重 一 口再犯56I, 57/口三犯以上59, 561, 57

．口懲役剤の長期が加年を超える 14＝長期×2＞20年
口法律上の減軽 口障害未遂43本， 68③／口中止未遂43但， 68③

口心神耗弱39Ⅱ，“③／ロ従犯 63， 68③
ロ併合罪加重□45条前段 □45前, 47本， 10

‐ □（最も重い罪の長期の1． 5倍が20年を超えるとき) 14
口（最も重い罪の長期の1． 5倍が，各長期の合計を超えるとき）47但

＝長期の合計 年月 く最長期の15倍 年 月
□（嗣金との併科）45前, 48I/D(拘留.科料との併科)4S前, 53I
□（罰金の併合）45前， 48Ⅱ／□（拘留・科料の併合） 45前． 53Ⅱ

□45条後段 □45後， 50

口酌量減軽 “， 71， 68③
口宣告刑 口懲役ロ禁鋼口鯛金口併科

（口 以上 以下／口 以上 以下）
口未決勾留日数 21 （口罰金・科料のときは，換算率の明示）
ロ労役溺留圏 18

口執行猶予 □25I /D(裁量)+2Sの21前／□（再度)2Sm,湾の21後
口没収 ロ任意的-EX.D191各号, 19n(本・但）

ロ必要的一唾．□1”のS前（賄賂） 口覚せい剤取締法41の81本

口大麻取締法24の51本口関税法1181本
口被害者還付 口刑解法3471

口追徴 口任意的-EX.D191@･OR@, 19の2
口必要的-EX.C197のS後（賄賂）

口国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の
防止を図るための麻薬及び向糖神薬取締法等の特例等に関する法律
13I ･

□仮納付 ロ刑瞬法3481

口解訟費用 口負担一刑脈法181I本／口免除一刑解法181 1但
口連帯負担一刑解法1811本， 182

口公民櫓（不）停止口公職選挙法252W, I
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